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Well-being向上

に向けた取組み 

・セルフチェック・セルフケアの促進  身体面は、社内の健康診断や予防接種

の実施を行っている。メンタル面は、個別面談を行っている。 

・コミュニケーションの改善  リフレッシュスペース（グリーンスペースや、ハンモッ

ク、卓球台兼ビリヤード台等の設置）を用意し、職場内のコミュニケーションの活

性化に繋げている。 

・労働環境の見直し  時差出勤制を導入や、テレワークの環境整備に取り組

んでいる。 

SDGｓ達成に 

向けた取組みの宣言 

 

法律の力で、日常生活の中で不平等な扱いを受けている人をゼロにしたいという想

いから、交通事故、男女・離婚問題や相続問題など、不平等の是正に向けた課題

解決に取り組みます。 

法律事務所は、紙の使用がとても多い業種です。資料をできる限り、データ化しペ

ーパレスとすること、案件管理をデジタル化することを通して紙資源の削減に取り組む

など、環境問題への対策も積極的に取り組みます。 

アンケート実施 ○ 
アンケートの 
社内共有 ○ 


